
今までご購入いただいていた「し尿汲取券」

は令和８年10月より事業者の方はご利用いた

だけなくなります

令和８年10月からはし尿汲取業者と直接ご契約

をお願いします

※なお、お手元に残ったし尿汲取券は岩倉市役所環境政策課にて
払い戻しいたしますが、９月までに必要な枚数のみの購入にご協
力をお願いします

【問合せ】市民協働部環境政策課 ℡（0587）38-5808

みほん
一般家庭

事業者

令和８年10月より

<岩倉市し尿収集業者>

株式会社アイホク

岩倉市曽野町709番地
℡（0587）66-2112


